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「此
船
主
冨
福
来
」
刻
銘
考

平
成

二
年
五
月
、
平
城
京
の
左
京

三
条
四
坊
六
坪
を
発
掘
調
査
し
て
い
た
奈
良

市
埋
蔵
文
化

セ
ソ
タ
!
は
、

一
基
の
興
味
深
い
井
戸
を
発
見
し
た
。
大
木
を
二
つ

に
割

っ
て
真
ん
中
を
創
り
抜
き
、
そ
れ
ら
を
合
せ
た

一
種
の
創
り
抜
き
井
戸
で
あ

っ

た
。
径

一
・
一
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
程
の
杉
材
-
刹
り
抜
き
材
を
用
い
、

二
材
を
合
せ
て
、
そ
の
合
せ
目
の
外
側

に
板
材
を
あ
て
が
い
、
木
釘
で
と
め
た
上
、

縄
を
三
本
巻

い
て
固
定
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
片
側
の
井
戸
枠

の
下
部

に
刻
ま
れ
た

一
文
、

「
此
船
主
冨
福
来
」

の
存
在
で
あ
る
。
報
道
さ
れ
た
釈
読
は

「
船
主
な
る
人
物
に
富
と
福
が
来
る
こ
と
を
願

っ
て
刻
ま
れ
た
こ
と
は
確
か
な
よ

う
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
で
あ

っ
た
。

刻
文

「此
船
主
冨
福
来
」
の
訓
読

み
に
つ
い
て
は

「此
の
船
主
に
冨

・
福
よ
来

た
れ
」
と
訓
め
ぱ
、
船
主
が
人
名
と
な
る
場
合
と
、
船
の
所
有
者
-
船
主
を
さ
す

場
合
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
生
ま
れ
る

で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
船
主
を
人
名
と
す
れ
ば

姓
で
は
な
く
名
で
あ
り
、
個
人
の
内

々
の

「冨
福
」
を
願
う

一
文
と
な
り
、

「
此
」

字
の
落
ち
着
き
も
悪
く
、
ま
た
個
人

の
祈
願
を
半
裁
さ
れ
た
円
筒
形
の
大
き
な
杉

材
に
刻
む
理
由
も
説
明
が
つ
か
な
い
。
ま
た
船
を
所
有
す
る
船
主
の
場
合
、

「
此
」

字
は
船
な
り
船
主
に
か
か
り
落
ち
着

い
た

一
文
と
な
る
。
し
か
し
、

「
此
の
船
主

(船
の
所
有
者
)
に
冨
福
よ
来
た
れ
」
と
願
う
場
合
、
何
故

こ
う
し
た
材
に
冨
福

招
来
を
願
う
か
が
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
こ
の
井
戸
枠
材
が
船
材
で
あ
れ
ば
、

「
此
船
主
」
の
句
は
生
き

「
冨
福
来
」

の
三
字
は
船
主

へ
の
寿
詞
、
船
主
自
体

の

記
す
冨
福
招
来
の
呪
句
か
と
思
え
る
。
船
主
が
自
か
ら
冨
福
招
来
を
願

っ
て
刻
文

を
作

っ
て
も
よ
し
、
周
囲
の
人
々
が
船
主
を
祝
い
冨
福
招
来
を
願

っ
て
刻
ん
で
も

よ
い
か
ら
で
あ
る
。
現
実
に

「福
冨
丸
」

や

「
福
徳
丸
」
と
名
付
け
ら
れ
た
船
舶

は
数
多
く
あ
り
、
船
体
に
そ
の
名
を
顕
わ
に
書
く
慣
行
も
常
々
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
だ
こ
う
訓
ん
だ
と
し
て
も
、
な
お

「
此
」
と
い
う
指
示
の

一
字
は
違

和
感
を
抱
か
せ
る
句

で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
刻
文
に
全
く
異
な
る
読
み
を
与
え
る
こ
と
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。

「
此
の
船
主
は
冨
福
来

(な
り
)
」
と
い
っ
た
訓
み
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

冨
福
来
は
人
名
、
船
主

(船

の
所
有
者
)
の
氏
名
と
な
り
、

「
冨
福
来
」
を

「
冨

の
福
来
」
と
訓
む
の
で
あ
る
。
冨

一
字
で
表
現
さ
れ
る
氏
は
な
い
が
、

「
登
美
」

氏
、

「
　
見
」
氏
な
ら
ば

一
音
表
記
す
る
場
合

「
冨
」
字
に
転
じ
う
る
氏
名
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
登
美

の
字

で
想
起
さ
れ
る
の
は
長
髄
彦
-
登
美
能
那
賀
須
泥
毘

古
、
三
炊
屋
媛
-

登
美
夜
毘
費
で
あ
る
。
こ
の
長
髄
彦
と
三
炊
屋
媛
の
後
商
ー
大

和
国
添
下
郡
の
物
部
氏
の
居
地
が

「登
美
-
登
彌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
た
事
実

で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
は
登
美
を
冠
す
る
人
物
に
登
美
加
是
、

登
美
史
久
御
費
、
登
美
史
乳
主
な
ど
の
史
姓
を
も

つ
渡
来
系
氏
族
、
登
美
史
家
の

存
在
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
物
部
氏
の
居
地
、
等
彌

(登
彌

・
登
美
)
に
関
係
づ
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良
云丁

け
ら
れ
て
編
貫
さ
れ
た
渡
来
系
氏
族
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
彼
ら
は

朝
廷
に
あ

っ
て
は
、
装
潰
、
舎
人
、
史
生
と
い

っ
た
下
級
官
人
の

一
画
に
位
置
ず

け
ら
れ
る
人
々
で
あ
る
。
　
見
氏
は
物
部
守
屋
を
滅
し
た
　
見
首
赤
樽

(舎
人
)

の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
が
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。
か
よ
う
に
、

「
冨
福
来
」
を
人

名
に
宛
て
る
な
ら
ば

「
登
美
福
来
」
、

「
登
美
史
福
来
」
と
な
り
、
渡
来
系
氏
族

・

登
美
史
の

一
氏
人
の
名
と
考
え
う
る

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「冨
福
来
」
を

「
登
美
史
福
来
」

・

「
登
美
福
来
」
と
訓
め
ば
、

「
此
の
船
の
主
は
登
美
史
福
来
な
り
」

と
訓
め
、
す

っ
き
り
し
た

一
文
と
な
る
。

「
此
の
船
主
は
登
美
史
福
来
な
り
」
と
訓
ん
で
も
同
意
と
い
え
よ
う
。
径

一
・
一

メ
ー
ト
ル
、
樹
皮
を
と
り
去

っ
た
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
の
丸
太
材
は
、
径

一
・
一
メ
ー

ト
ル
の
長
い
丸
木
舟
を
中
央
で
切
裁
し
、
左
右
の
二
材
を
得
る
か
、
二
船
材

の
中

央
部
か
ら
径
の
合
う
二
材
を
得
る
か
し

て
、
合
せ
て
井
戸
枠
と
し
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
丸
木
舟
を
切
断
し

て
井
戸
枠
材
と
し
た
例
は
各
地
で
見
ら
れ

る
だ
け
に
、
そ
の

一
例
と
見
な
す
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
船
首
、
船
尾
を
す

て
中

央
部
で
二
材
を
得
る
形
を
考
え
、
こ
の
井
戸
枠
材
が
も
と
丸
木
舟
で
あ

っ
た
と
す

れ
ば

「
此
船
主
冨
福
来
」

の
刻
文
は
、
丸
木
舟

で
あ

っ
た
時
の
船
主

(船
の
所
有

者
)
名
を
表
記
し
て
他

の
船
主
の
船
と
区
別
す
る
機
能
を
も

つ
と
共
に
、
船

の
所

有
権
が
、
冨
福
来
-
登
美
福
来

に
あ
る

こ
と
を
明
示
す
る
刻
銘
で
あ

っ
た
と
見
て

よ
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
冨
福

の
招
来
を
願

っ
て
の
刻
銘
と
す
る
解
釈
よ
り

も
、
所
有
者
の
表
示
と
す
る
解
釈
の
方
が
自
然
、
文
意
も
通
る
の
で
あ
る
。

井
戸
枠
材
を
丸
木
舟
の
廃
船
材
利
用
と
考
え
、
丸
木
舟

の
船
主
を
冨
福
来

(登

美
史
福
来
)
と
見
る
と
新
し
い
視
野
が
拓
け
て
く
る
。

こ
の
船
の
所
有
者
、
登
美

史
家

の
福
来
は
、
そ
の
居
地
が
平
城
京
内
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
、
登
美

(
大
和

郡
山
市
等
彌
町
)
に
所
在
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
か
ら
、
丸
木
舟
は
平
城

京
域
か
登
美
近
辺
で
用
い
ら
れ
た
船
と
な
り
、
大
和

の
河
川
運
河
を
め
ぐ
る
舟
運

を
復
原
す
る
重
要
な
足
掛
か
り
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
平
城
京
内

に
は
東
堀
河
、
西
堀
河
が
左
右
両
京

に
通
じ
、
両
京

の
北
半
部
で
は
こ
の
両
堀
河

に
流
入
す
る
小
規
模
な
河
川
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
両
堀
河
が
東
市
、

西
市

へ
の
舟
運
の
重
要
な
路
で
あ
る
こ
と
ば
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

一
方
、
登
美

史
家
の
本
貫
地
が
大
和
郡
山
市
登
美
神
社
附
近
と
す
れ
ば
富
尾
川
の
流
域
に
接
し
、

南
下
す
れ
ば
大
和

の
諸
河
川
同
様
、
大
和
川
に
合
流
、
亀

の
瀬
を
経
て
河
内
の

「　
見
」
に
通
ず
る
河
川
舟
運
と
係
わ
り
合
う
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
登
美
史

福
来
の
舟
は
平
城
京
と
そ
の
周
辺
地
域
の
河
川
を
往
来
す
る
舟
で
あ

っ
た
と
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
例

へ
ば
同
族
の
登
美
史
久
御
費
が
近
江
国
滋
賀
郡
古

市
郷
の
戸
主
大
友
丹
波
史
家
の
寄
口
の
妻
で
あ
る
よ
う
に
、
登
美
史
家
が
各
地
に

拡
る
こ
と
や
、
ま
た
上
記
の
よ
う
な
職
業
か
ら
す
れ
ば
東
大
寺

・
恭
仁
京
造
営
の

物
資
物
材
を
近
江
よ
り
舟
運
で
山
城
国
木
津
に
運
び
こ
む
と
い
っ
た
特
殊
な
ケ
ー

ス
を
担
当
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
ず
、

一
層
ひ
ろ
い
視
野
で
の

河
川
往
来
を
考
え
て
お
く
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
船
材
に
は
史
書
に
見
え
な
い

「船
主
」
の
呼
称
が
刻

ま
れ
、
登
美
史
福
来

(冨
福
来
)
と
い
う

一
個
人
の
名
を
通
し
て
、
舟
運
経
営
の

一
画
が
公
事
の
公
船
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
私
船
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
平
城
京
周
辺
の
船
運
の

一
画
が
個
人
に
任
さ
れ
て
い
る

事
実
は
、
船
主
冨
福
来
以
外
に
な
お
多
く
の
船
主
が
あ
り
、
多
く
の
船
が
平
城
京

周
辺
に
見
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
故
に
多
く
の
船
が
船
泊
り
、
船
繋
ぎ
、

船
留
め
さ
れ
る
場
所
-
川
津
や
市
な
ど
で
他
の
船
主
の
船
と
自
分
の
船
を
見
分
け

「
こ
の
船
の
船
主
は
吾
」
と
主
張
し
確
認
さ
せ
る
資
料
と
し
て
刻
名
が
生
き
た
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
相
互
の
船
が
と
か
く
見
分
け
が
た
い
と
す
れ
ば
此
の
丸

木
舟
と
共
通
す
る
タ
イ
プ
の
船
が
京
域
周
辺
を
彩

っ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
、
ま

た
船
泊
り
、
船
繋
ぎ
、
船
留
め
に
常
々
に
数
多
い
船
影
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

こ
と
を
想
像
さ
せ
、
そ
の
賑
わ
い
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
将
来
、
こ
う
し
た

船
主
名
を
表
示
し
た
船
材
の
発
見
に
よ

っ
て
、
船
司
、
津
司
と
係
わ
り
合
う
形
で

息
ず
く
個
人
船
主
た
ち
の
姿
が
復
原
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
和
漢
船

用
集
』
に
は

「諸
侯
大
夫
士
、
各
定
ま
れ
る
御
船
印
あ
り
。
或
は
吹
貫
あ
り
。
幟
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の
小
を
小
ざ
し
と
呼
ぶ
」
と
あ
る
が
、

「
此
船
主
冨
福
来
」
と
刻
ん
だ
こ
の
丸
木

舟
に
も
吹
貫
や
幟
、
船
印
が
見
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
平
城
京
を
め
ぐ
る
水

運
、
船
運
に
つ
い
て
種
々
想
ひ
を
馳

せ
さ
せ
る
重
要
な
船
材
な
の
で
あ
る
。

普
通
、
発
掘
調
査

で
発
見
さ
れ
る
丸
木
舟
や
構
造
船
は
完
好
な
使
用
中
の
船
は

汀
線
に
繋
留
さ
れ
る
形
で
、
破
損
し
た
船
は
洲
浜
に
上
げ
ら
れ
半
ば
埋
ま
る
形
で

発
見
さ
れ
る
。

『常
陸
国
風
土
記
』

に
香
島
郡
の
南
廿
里
、
大
海

の
浜
辺
に
長

一

五
丈
、
瀾

一
丈
余

の
大
船
が
流
着
、
朽
擢
け
て
砂
に
埋
ま
り
今
に
遺
る
と
い
っ
た

記
事
が
あ
る
。
相
似
た
情
景
を
描
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
冨

(登
美
史
)

福
来
の
船
は
岸
辺
や
浜
辺
に
打
ち
す

て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
破
損

の
あ
と
、
井
戸

枠
材
と
し
て
裁
断
加
工
さ
れ
、
平
城
京
左
京
三
条
四
坊
六
坪
に
運
び
こ
ま
れ
転
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
嘗

っ
て
隼

人
楯
か
と
説
か
れ
た
板
楯
を
転
用
、
井
戸
枠

材
に
用
い
た

一
井
が
発
掘
さ
れ
話
題

と
な

っ
た
が
、
同
様
な
転
用
の

一
事
例
に
本

例
も
算
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
左
京
三
条
四
坊
六
坪
の
こ
の
井
戸

を
設
け
た
屋
敷
地
が
こ
の
船
主
、
冨
福
来
と
い
か
に
係
る
か
明
き
ら
か
で
な
い
が
、

広
い
屋
敷
地
の
場
合
は
冨
福
来
の
宅

地
と
は
見
倣
し
が
た
く
、
屋
敷
主
が
損
古
の

船
材
を
船
主
冨
福
来
か
ら
買
得
す
る
な
り
譲
与
を
う
け
て
転
用
し
て
い
く
経
緯
が

辿
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
つ
れ
に
せ
よ
、
考
え
る
べ
き
こ
と
の
多
い
刻

文
、
船
材
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

平
城
京
貴
紳
邸
宅
内
鋳
銭
業

昭
和
五
四
年
、
奈
良
中
央
郵
便
局
建

設
予
定
地
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

平
城
京
左
京
三
条
四
坊
七
坪
に
該
当

す
る
地
で
あ
り
、
そ
の
調
査

の
素
晴
ら
し
い

成
果
は

『
平
城
京
三
条
四
坊
七
坪
発

掘
調
査
報
告
書
』
と
し
て
昭
和
五
五
年
、
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
か
ら
公
刊
さ
れ
た
。
こ
の
坪
で
は
四
期
に
わ
た
る
土
地
利

用
が
判
明
し
、
第

二
期

(
B
期
)
の
遺
構
中
に
鋳
銭
遺
構
の
存
在
す
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
た
。
中
央
の
S
B

一
九
〇
五
建

物
の
東
南
に
S
B

一
八
二
三

・
一
八
二
二

建
物
が
あ
り
、
そ
の
北
側
、
東
西
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北

一
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲

内
に
和
同
開
珍
鋳
造
工
房
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
焼
土
ピ
ッ
ト
が
多
数
分
布
す

る
事
実
が
知
ら
れ
る
に
至

っ
た
。
こ
の
地
は
鋳
銭
司
で
は
な
く
宅
地
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
宅
地
内
鋳
銭
、
ひ
い
て
は
私
鋳
銭
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
が
聞
か
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
果
し
て
そ
う
し
た
見
解
が
妥
当
か
否
か
、
次
に
検
討
し
た
い

と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
奈
良
時
代
、
朝
廷
は
鋳
銭
司
を
置

い
て
鋳
銭
の
事
に
当
ら
せ
て
い

る
。

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
八
年
三
月
乙
酉
の
条

に

「
以
直
廣
騨
大
宅
朝
臣
麻

呂
、
勤
大
武
毫
息
寸
八
島
、
黄
書
連
本
實
等
拝
鋳
銭
司
」
の
記
事
が
あ
り
、

つ
づ

い
て
は

『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
三
年
十
二
月
庚
子
の
条
に

「始
置
鋳
銭
司
、
以

直
大
難
中
臣
朝
臣
意
美
麻
呂
為
長
官
」
と
い
っ
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。
鋳
銭
司
と

い
う
役
所
を
設
け
た
も
の
の
、
長
官

・
次
官
な
ど
の
職
を
定
め
、
定
員
が
決
ま
り

"司
"

に
相
応
し
い
形
が
整

っ
た
の
が
文
武
天
皇
三
年
十
二
月
の
こ
と
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
和
同
開
珍
銭
は
、

『続
日
本
紀
』
和
銅
元
年
二
月
甲
戌

の
条
に

「
始
置
鋳

銭
司
、
以
從
五
位
上
多
治
比
真
人
三
宅
麻
呂
任
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
年
正
月
、

武
蔵
国
か
ら
和
銅
献
上
の
慶
事
が
あ
り
、
賀
し
て
和
銅
と
改
元
し
、

二
月
に
上
記

の
記
事
の
よ
う
に
催
鋳
銭
司
が
設
置
さ
れ
、
ま
ず
五
月
和
同
開
珍
銀
銭
を
鋳
造
す

る
の
で
あ
る
。
七
月
丙
辰
の
条
に
は

「
令
近
江
国
鋳
銅
銭
」
と
あ
る
よ
う
に
近
江

国
で
和
同
開
珍
銅
銭
が
鋳
造
さ
れ
、

八
月
己
巳
の
条
の

「
始
行
銅
銭
」

の
記
事

へ

と
動
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
朝
廷
の
動
き
に
対
し
て
早
く
も
問
題
が
生

じ
て
来
る
。
和
銅

二
年

一
月
壬
午

の
記
事
が
事
態
を
語
る
。

「
詔
国
家
為
政
兼
済

居
先
、
去
虚
就
實
其
理
然
　
、
向
者
頒
銀
銭
以
代
前
銭
、
又
銅
銭
並
行
、
比
軒
盗

逐
利
私
作
濫
鋳
、
紛
乱
公
銭
、
自
今
以
後
私
鋳
銀
銭
者
、
其
身
没
官
財
入
告
人
、

行
濫
逐
利
者
加
杖

二
百
、
加
役
常
徒
、
知
情
不
告
者
各
與
同
罪
」
と
い
づ

た
内
容

で
あ
る
。
早
く
も
私
鋳
銭
が
濫
行
し
は
じ
め
、
そ
の
禁
止
を
詔
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
ば
ら
く
の
銀
銭

・
銅
銭
の
並
用
は
、
和
銅
二
年
八
月
乙
酉
の
銀
銭
を
廃
し

一
に
銅
銭
を
行
は
し
む
と
の
詔
に
よ
り
銅
銭
専
行

へ
と
変
る
が
、
な
お
銀
銭
使
用
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の

一
面
が
の
こ
っ
て
い
た
と
見
え
、
和

銅
三
年
九
月
乙
丑
、

「禁
天
下
銀
銭
」
の

詔
が
改
め
て
出
さ
れ
て
い
る
。

和
銅
四
年
十
月
甲
子
の
勅
で
は
品
位

に
依

っ
て
始
め
て
禄
法
を
定
め
る
こ
と
を

の
べ
、
例
え
ば
職
事
の
二
品
、

二
位
に
は
細
廿
疋
、
糸

一
百
絢
、
銭
二
千
文
の
禄

と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
数
字
を
掲
げ
、
銭
の
重
用
と
蓄
銭
叙
位
の
次
第
を
令
し

て
い
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
銭
貨
の
重
用
に
伴

い
盗
鋳
が
惹
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
予
測
し

「於
律
私
鋳
猶
軽
罪
法
、
故
権
立
重
刑
禁
断
未
然
、
凡
私
鋳
銭
者

斬
、
從
者
没
官
家

口
皆
流
、
五
保
知
而
不
告
者
與
同
罪
、
不
知
情
者
減
五
等
罪
之
、

其
銭
錐
用
悔
過
自
首
減
罪

一
等
、
或
未
用
自
首
免
罪
、
錐
容
隠
人
知
之
不
告
者
與

同
罪
、
或
告
者
同
前
首
法
」
と
勅
し
て
い
る
。
私
鋳

の
罪
を
重
く
し
斬
刑
と
す
る

な
ど
厳
し
く
私
鋳
禁
断
を
勅
し
そ
の
浸
透
と
貫
徹
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

和
銅
五
年
九
月
己
巳
の
条
は

「宜
大
赦
天
下
、
其
強
霧
二
盗
、
常
赦
所
不
免
者
、

益
不
在
赦
限
、
但
私
鋳
銭
者
降
罪

一
等
」
と
い
っ
た
や
や
緩
や
か
な
扱
い
の
記
事

を
見
る
が
、
和
銅
七
年
六
月
庚
辰
の
皇

太
子
元
服
、
霊
亀
元
年
九
月
庚
辰
の
元
正

受
禅
即
位
時
に
は

「其
私
鋳
銭
、
及
霧

盗
強
盗
、
並
不
在
赦
限
、
但
鋳
盗
之
徒
、

合
死
座
降
罪

一
等
」
、

「但
謀
殺
殺
詑
、
私
鋳
銭
、
強
霧

二
盗
、
及
常
赦
所
不
限

者
並
不
在
赦
限
」
と
詔
し
て
お
り
、
依
然
と
し
て
私
鋳
銭
者
は
特
赦
の
限
り
に
あ

ら
ず
と
い
う
強
い
処
置
が
貫
徹
し
て
お
り
、
私
鋳
、
盗
鋳
に
対
す
る
朝
廷
の
想
ひ

が
杢
直

に
読
み
と
れ
る
。

こ
う
し
た
朝
廷
の
私
鋳
銭
に
対
す
る
強
い
姿
勢
は
聖
武
天
皇
天
平
十
二
年
六
月

庚
午
の
勅
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
大
赦
に
際
し
て
の
勅
に

「其
監
臨
主
守
自
盗
、

盗
所
監
臨
、
故
殺
人
謀
殺
人
殺
詑
、
私
鋳
銭
作
具
既
備
、
強
盗
霧
盗
、
軒
他
妻
…

不
在
赦
限
」
の
文
が
あ
り
、
そ
の
間

の
動
き
を
物
語

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方

で
は
藤
原
不
比
等
の
病
疫
重
く
そ
の
恢
復
を
願
う
た
め
に
元
正
天
皇
は
養
老
四
年

八
月
辛
巳
朔
、
天
下
大
赦
の
詔
を
発
す

る
が
、
勅
中
に

「私
鋳
銭
、
及
盗
人
井

八

虐
、
常
赦
所
不
免
、
威
悉
赦
除
」
と
い
っ
た
例
の
乏
し
い
特
例
と
も

い
う
べ
き
私

鋳
銭
者
の
赦
除
を
行

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
で
あ
ろ
う
か
、
私

鋳
銭
者
の
取
扱
い
が
次
第
に
変
化
す
る
。
聖
武
天
皇
十
七
年
四
月
甲
寅
の
詔
が
そ

れ
で
あ
る
。

「私
鋳
銭
及
從
者
、
着
銚
長
役
鋳
銭
司
。
強
盗
窺
盗
、
常
赦
所
不
免
、

不
在
赦
限
」
と
あ
り
、
和
銅
四
年
の
勅
に
見
え
る
斬

の
処
置
が
と
ら
れ
ず
、
そ
こ

で
は
私
鋳
銭
の
主
從
犯
は
著
銚
し
て
鋳
銭
司
で
使
役
す
る
形
が
と
ら
れ
る
こ
と
に

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
動
向
を
反
映
す
る
太
政
官
符
が
あ
る
。
宝
亀

十

一
年
十

一
月

二
日
付
太
政
官
符

(
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
)
の
符
文
に

「
定
私

鋳
銭
首
從
井
家

口
罪
名
事
」
と
し
て

「
和
銅
四
年
格
云
、
私
鋳
銭
者
斬
、
從
者
没

官
、
家

口
皆
流
者
。
天
平
勝
寳
孟
年
官
符
稻
、
奉
勅
私
鋳
銭
人
、
罪
致
斬
刑
、
自

今
以
後
、
降

一
等
庭
遠
流
者
」
と
書
か
れ
て
い
る
天
平
勝
宝
五
年

二
月
十
五
日
の

太
政
官
符
が
そ
れ
で
あ
る
。
斬
か
ら
遠
流

へ
と
処
置
が

一
等
減
じ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
動
き
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝

,

字
四
年
三
月
丁
丑
の
条
に

「勅
、
銭
之
為
用
、
行
之
巳
久
、
公
私
要
便
莫
甚
於
斯
、

頃
者
私
鋳
稽
多
、
偽
濫
既
半
、
頓
将
禁
断
、
恐
有
騒
擾
、
宜
造
新
様
與
曹
並
行
、

庶
使
無
損
於
民
、
有
益
於
国
、
其
新
銭
文
日
、
萬
年
通
實
、
以

一
當
曹
銭
之
十
、

銀
銭
文
日
大
平
元
寳
、
以

一
當
新
銭
之
十
、
金
銭
文
日
開
基
勝
實
、
以

一
當
銀
銭

之
十
」
と
い
っ
た
勅
を
掲
げ
て
い
る
。
和
銅
銀
銭
、
和
銅
銅
銭
に
か
わ
る
金
銭
開

基
勝
買
、
銀
銭
大
平
一兀
貿
、
銅
銭
萬
年
通
實
の
新
鋳
頒
銭
を
の
べ
る
勅

で
あ
る
が
、

私
鋳
稽
多
の
言
葉
や
偽
濫
既
半
と
い
っ
た
言
葉

で
私
鋳
銭
の
甚
だ
し
い
状
況
を
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
流
通
す
る
和
同
開
珍
銭
の
半
ば
が
私
鋳
銭
と
い
う
事
態
を

招
き
是
正
す
る
、
そ
の
た
め
の
圭
・段
が
萬
年
通
宝
な
ど
三
銭
の
鋳
造
に
結
び
付
い

て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
来
、
鋳
銭
は
鋳
銭
司
が
こ
れ
を
担
当
す
る
。
和
銅
元
年
七
月
の
初
鋳
は
近
江

国
、
二
年
八
月
に
は
河
内
国
、
天
平
二
年
に
は
長
門
国
で
鋳
銭
さ
れ
る
が
、
こ
う

し
た
鋳
銭
と
は
別
に
私
鋳
銭
が
法
の
動
き
を
見
な
が
ら
、
或
ひ
は
法
を
変

へ
る
ま

で
の
強
さ
で
盛
行
し
て
い
る
こ
と
が
萬
年
通
質
新
鋳
の
際
に
は
見
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
以
後
、
天
平
神
護
二
年
に
は

「是
年
民
私
鋳
銭
者
、
先
後
相
尋
配
鋳
銭
司
駈

役
、
並
皆
着
鈴
於
其
銚
、
以
備
逃
走
、
聴
鳴
追
捕
焉
」
と
い
っ
た
記
事
や
神
護
景
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雲
元
年
十

一
月
丙
寅
の
記
事
に

「
私
鋳
銭
人
工
清
麻
呂
等
四
十
人
、
賜
姓
鋳
銭
部
、

流
出
羽
国
」
と
い
っ
た
内
容
が
見
え
、

や
が
て
は

『
日
本
後
紀
』

の
弘
仁
五
年
八

月
甲
子
の
記
事

「免
囚
人
日
下
部
土
方
、
補
木
工
長
上
、
土
方
者
摂
津
国
武
庫
郡

人
、
以
私
鋳
銭
着
錬
、
役
於
堀
河
、
頗
善
土
巧
、
傍
奔
環
取
才
」
と
い
っ
た
事
態

が
誕
生
す
る
。
私
鋳
銭
者
の
斬
、
流
、
駈
役
か
と
い
っ
た
処
置
か
ら
木
工
長
上
に

補
さ
れ
る
と
い
っ
た
新
し
レ
動
き
が
生
ず
る
な
ど
律
令
体
制
の
緩
み
と
規
を

一
に

す
る
動
向
が
朝
廷
に
も
辿
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
続
日
本
後
紀
』
は
承
和
六
年
四
月
癸
丑
、
右
近
衛
将
監
正
六
位
上
坂
上
大
宿

彌
當
宗
、
近
衛
、
俘
夷
を
伊
賀
国
に
遣

し
名
張
郡
の
山
中
で
私
鋳
銭
群
盗
お
よ
そ

十
七
人
を
索
捕
し
鋳
銭
作
具
、
銭
な
ど
を
収
公
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
鋳

銭
に
あ
た
っ
て
は
鋳
銭
作
具
や
櫨
な
ど
を
必
要
と
す
る
だ
け
に
都
邑
京
市
で
の
私

鋳
は
困
難
、
勢
い
名
張
郡
山
中
と
い

っ
た
隠
所
が
私
鋳
銭
の
場
と
な

っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
坂
上
大
宿
彌
當
宗
が
近
衛
、
俘
夷
ま
で
動
員
し
て
の
索
捕
と
い
っ
た

物

々
し
さ
は
山
中
と
い
っ
た
環
境
も
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
私
鋳
銭

者

の
悪
党
的
性
格
を
も
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

和
同
開
珍
銭
の
鋳
造
さ
れ
た
期
間

は
私
鋳
が
強
く
禁
断
さ
れ
、
そ
の
処
置
も
厳

密
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
の
私
鋳

は
勢

い
名
張
山
中
の
不
便

・
隠
所
と
い
っ

た
場
所
、
人
に
知
ら
れ
ぬ
こ
と
を
絶
対
条
件
と
す
る
環
境
が
求
め
ら
れ
た
に
相
違

な
い
の
で
あ
る
。
将
来
、
山
中
沼
沢

の
地
に
私
鋳
銭
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
り
、

山
中

の
山
寺
に
あ
る
悪
僧

・
悪
沙
門
な
ど

「形
沙
門
に
似
る
も
心
屠
兜
の
如
し
」

と
説
か
れ
る
人
々
の
聚
り
が
霧

に
銭
貨
を
鋳
る
と
い
っ
た
類
ひ
の
遺
跡
が
見
出
さ

れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
環
境
と
は
全
く
異
な
る
環
境
、
都
城
-
平
城
京
内
、
し
か
も
左
京
三

条
四
坊
七
坪
と
い
っ
た
平
城
宮

に
も
近
く

二
条
大
路

に
そ
う
と
考
え
ら
れ
る
地
域

で
、

こ
う
し
た
和
同
開
珍
の
銅
銭
を
中
心
と
す
る
鋳
造
具
が
多
量
に
発
掘
さ
れ
る

事
は
如
何
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
和
同
開
珍
銭
に
代
り
、
萬
年

通
寳
銭

(大
平
元
寳
、
開
基
勝
賓
銭
)
が
誕
生
す
る
天
平
宝
字
四
年
の
段
階

で
は

「
頃
者
私
鋳
銭
多
、
偽
濫
既
半
、
頓
将
禁
断
」
と
い
っ
た
状
況
で
あ

っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
和
同
開
珍
銭
初
鋳
以
来
五
二
年
目
、
強
大
な
権
勢
を
誇
り
律
令
国
家

を
完
成
さ
せ
た
聖
武
帝
か
ら
女
帝
孝
謙
の
朝
を
経
て
淳
仁
天
皇
即
位
三
年
目
、
三

月
の
萬
年
、
大
平
、
開
基
銭

の
鋳
造
後
、
六
月
に
は
光
明
皇
太
后
崩
御
と
い
う
流

れ
を
見
れ
ば
歴
史
は
既
に
タ
ー

ニ
ソ
グ
ポ
イ
ソ
ト
を
過
ぎ
、
律
令
制

の
弛
緩
が
顕

在
化
し
は
じ
め
る
時
期
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
鋳
稽
多
し
の
言
葉
、
偽
濫
既

半
の
言
葉
は
銭
貨
の
世
界
に
国
家
が
弛
緩
を
示
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
語

る
言
葉

で
あ
る
。
し
か
し
、
重
柞
し
た
称
徳
天
皇
が
法
王
道
鏡
を
擁
し
て
そ
の
権

勢
を
縦
横
に
拡
張
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
ま
だ
貯
え
ら
れ
て
い
る
時
期
で
も
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
は
都
城
中
枢
部
、

二
條
大
路
に
面
す
る
貴
紳
邸
宅
内

で

「銭
を

私
に
鋳
る
」
と
い
っ
た
形
は
考
え
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貴
紳
の
故
に
法
を

破
り
、
斬
刑
、
流
刑
が
法
定
さ
れ
て
い
る
中
、
堂
々
と
邸
内
で
私
鋳
す
る
と
い
っ

た
在
り
方
は
考
え
が
た
い
も
の
、
自
ら
律
令
体
制
を
危
機
に
お
と
し
入
れ
る
動
き

で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
う
し
た
事
態
、
状
況
は
適
切
な
復
原
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
條
大
路
に
面
す
る
貴
紳

の
邸
宅
で
現
在
判
明
し
て
い
る
の
は
長
屋
王
邸
宅

(
左
京
三
条
二
坊

一
・
二
・
七

・
八
坪
他
)
が
あ
る
が
、
こ
の
調
査
と
関
係
し
て

二
条
大
路
を
介
し
て
北
側

(左
京
二
条
二
坊
五
坪
他
)
に
藤
原
麻
呂
の
邸
宅
が
推

測
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
二
条
大
路
と
三
坊
大
路
に
面
す
る
形
で
左
京
三
条
四

坊
中
、
恐
ら
く

一
・
二
・
八

・
七
坪
を
占
め
る
か
と
思
わ
れ
る
邸
宅
が
こ
の
鋳
銭

関
係
遺
物
を
も

つ
遺
跡
な
の
で
あ
る
。

格
別
な
位
置
を
朝
廷

で
も
つ
貴
紳
の
邸
宅
内
で
鋳
銭
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
復

原
す
る
場
合
、
私
鋳
が
相
応
し
く
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
貴
紳
邸
宅
内
鋳
銭
の
事
例
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
の
出
来

な
い
史
料
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』

の

「
天
平
寳
字

二

年
八
、月
甲
子
、
以
紫
微
内
相
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
任
大
保
、
勅
日
、
褒
善
懲
悪
、
聖

主
格
言
、
賞
績
酬
螢
、
明
主
舞
則
、
其
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
者
、
農
昏
不
怠
、
恪
勤
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守
職
、
事
君
忠
赤
、
施
務
無
私
、

(中
略
)
因
此
論
之
、
准
古
無
匹
、
汎
恵
之
美
、

莫
美
於
斯
、
自
今
以
後
、
宜
姓
中
恵
美

二
字
、
禁
暴
勝
強
、
止
爽
静
乱
、
故
名
日

押
勝
、
朕
舅
之
中
、
汝
卿
良
尚
、
故
字
稻
尚
舅
、
更
給
功
封
三
千
戸
功
田

一
百
町
、

永
為
傳
世
之
賜
、
以
表
不
常
之
勲
、
別
聴
鋳
銭
挙
稲
、
及
用
恵
美
家
印
。
」

の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
の
功
に
対
し
、
大
保
に
任
じ
恵
美

押
勝
の
名
を
与
え
、
封
戸

・
功
田
を
賜
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
恵
美
家
印
を
用
い
、

鋳
銭

・
挙
稲
を
別
に
聴
許
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

恵
美
押
勝
に
鋳
銭
を
聴
す
と
い
う
内
容
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
態
を
想
像

す
れ
ば
よ
い
の
か
、

一
は
朝
廷
の
鋳
銭
司
で
特
別
に
鋳
銭

の
機
会
を
与
え
る
の
か
、

或
ひ
は
恵
美
押
勝
櫨
と
い
っ
た
特
別
な
櫨

の
設
置
を
認
め
る
の
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
ろ
う
。
挙
稲
を
聴
し
家
印
を
与
え
る
と
い
っ
た
表
現
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
の

場
合
は
後
者
の
可
能
性
が
強
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
銭
文
は

「
和
同
開
珍
」

で
あ
ろ
う
が
、
鋳
銭
司
所
鋳
の
和
同
開
珍
銭
と
区
別
で
き
る
特
色
を
具
え
る
ケ
ー

ス
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
中
外
銭
志
』

が
天
平
宝
字
四
年
の
萬
年
通
宝
銭
鋳
造
以

前
の
櫨
と
し
て
、
近
江
、
河
内
、
長
門
櫨
と
並
べ
押
勝
別
櫨
を
挙
げ
て
い
る
こ
と

も
参
看
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
天
平
宝
字

二
年
の
恵
美
押
勝

の
鋳
銭
に
櫨

-
押
勝
櫨
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
櫨
は
何
処
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
朝
廷
の
鋳
銭
司
同
様
、
平
城
京
外
、

「
国
」
々
を
た
し
か
に
鋳
銭
の
地

に
宛
て
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
寺
院
の
梵
鐘
、
銅
器
の
鋳
造
が
そ
の
境
内
で
し
ば

し
ば
な
さ
れ
て
い
る
事
実
を
配
慮
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
押
勝
熔
が
恵
美
押
勝
邸
内

に
設
置
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
十
分
あ
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
押
勝
別
櫨
の
稼
働
期
間
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
所
鋳
銭
量
も
、
銭
文
も
定
め

ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
鋳
銭
司
か
ら
鋳
銭
工
が
派
遣
さ
れ
て
、
邸
内
の
好
地
を

撰
び
櫨
を
造
り
鋳
銭
後
の
銭
形
の
整
形
ま
で
の
鋳
銭
過
程
に
携
わ
り
、
鋳
銭
数
量

の
確
認
と
い
っ
た
作
業
に
は
鋳
銭
司
長
官
な
ど
の
官
僚
が
当
る
形
が
と
ら
れ
た
に

違

い
な
い
。

『続
日
本
紀
』
を
通
し
て
見
る
か
ぎ
り
、
特
別
に
鋳
銭
が
聴
さ
れ
た
事
例
は
こ

の
恵
美
押
勝
例
の
み
で
あ
る
。
記
録
さ
れ
な
い
事
例
が
な
お
存
在
す
る
の
か
否
か

は
に
わ
か
に
は
定
め
が
た
い
。
朝
廷
の
中
枢
に
あ
る
貴
紳
邸
で
の
鋳
銭
事
例
が
あ

れ
ば
、
こ
の
恵
美
押
勝
櫨
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
私

鋳
銭

と
い
っ
た
暗
い
イ
メ
ー
ジ
の
鋳
銭
業
と
は
異
な
る
、
晴
れ
の
日
の
格
別
な
恩

頼

に
も
と
ず
く
自
邸
で
の
鋳
銭
、
多
く
の
知
己
を
集
め
宴
し
な
が
ら
ま
つ
り
と
も

通
ず
る
鋳
銭
、
鋳
上
げ
ら
れ
た
和
同
開
珍
銭
の
礼
頒
と
い
っ
た
幾
重
も
の
喜
び
の

重
さ
な
る
鋳
銭
業
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
ー
恵
美

押
勝
邸
で
あ
る
こ
と
の
検
討
と
も
相
倹

っ
て
、
こ
う
し
た

「恩
頼
」
の
鋳
銭
業
の

存
在
を
銘
記
さ
せ
る
の
が
、
こ
の
遺
跡
、
平
城
京
左
京
三
条
四
坊
七
坪
の
遺
跡
な

の
で
あ
る
。
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